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平成２８年第１１回甲賀市教育委員会（定例会）会議録 

 

開催日時    平成２８年９月２７日（火） 

        午前１０時００分から午前１１時４０分まで 

開催場所    甲賀市役所 甲南庁舎 ２階 大会議室  

 

出席委員    委員長       山田 喜一朗      

        委員長職務代理者  藤田 正実 

        委員        今井 智一 

        委員        松山 顕子 

        教育長       山本 佳洋  

 

事務局出席者  教育部長             福山 勝久 

        次長（管理担当）         島田 俊明 

        次長（指導担当）         松本 則之 

        次長（人権教育担当）       藤村 與史雄 

        次長（学校教育担当）       中村 康春 

        管理監兼こども未来課長      山元 正浩 

        教育総務課長           山嵜 吉未 

        学校教育課長           岡根 富美代 

        社会教育課長           伴  統子 

        文化スポーツ振興課長       古谷 淳子 

        歴史文化財課長          長峰 透 

        人権推進課長           地平 勝弥 

        甲南図書交流館長（図書館統括担当）中尾 亮次 

        甲南公民館長（公民館統括担当）  保井 晴美   

        教育総務課総務企画係長      林  英明 

 書記     こども未来課課長補佐       菊田 津多江 
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議決、報告事項は次のとおりである。 

１．会議録の承認 

 （１）平成２８年第９回教育委員会（定例会）会議録の承認 

 （２）平成２８年第１０回教育委員会（臨時会）会議録の承認 

 

２．報告事項 

 （１）９月 教育長 教育行政報告 

 （２）平成２８年第５回甲賀市議会定例会（９月）提出議案の結果について 

 （３）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状況報告について  

 （４）甲賀市甲南希望ケ丘保育園耐震補強事業（仮設園舎賃貸借）の進捗状況に

ついて 

 （５）平成２８年度甲賀市青少年自然体験活動事業「ニンニン忍者秋キャンプ」

の実施について 

 （６）市内小中学校における児童生徒の状況について 

 

３．協議事項 

 （１）議案第８０号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第２２号 伴谷幼稚園・伴谷保育園再編検討協議

会委員の委嘱について） 

（２）議案第８１号 水口東・岩上保育園再編検討協議会委員の委嘱について 

（３）議案第８２号 甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員の委嘱又は任命

について 

 （４）議案第８３号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第２３号 甲賀市人権・同和教育推進員の解嘱に

ついて） 

（５）議案第８４号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第２４号 甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱に

ついて） 

 

４．その他、連絡事項など 
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 （１）平成２８年第１２回（１０月定例）教育委員会について 

 （２）平成２８年第７回教育委員会委員協議会について 

 （３）図書館まつり２０１６開催について 

 

◎教育委員会会議 

    〔開会 午前１０時００分〕  

 

管理担当次長 皆様、おはようございます。                 

      それでは、平成２８年第１１回甲賀市教育委員会定例会を開催させて 

      いただきます。 

管理担当次長 開会にあたりまして、市民憲章の唱和をお願いいたします。皆様ご 

起立をお願いします。 

管理担当次長 ありがとうございました。ご着席ください。 

管理担当次長 それでは、山田委員長からご挨拶をいただきまして、議事の進行を 

お願いいたします。 

委員長    皆さんおはようございます。開会にあたりまして、一言ご挨拶を申

し上げます。 

        さて、風には様々な色があるそうですが、“緑風”は初夏の風、“金

風”は秋の風とあり、“色なき風”もあるという事です。新古今和歌集

に“物思へば色なき風もなかりけり、身にしむ秋の心ならひに”とい

う作品がありますが、なるほど爽やかに吹きぬける秋風に色はなさそ

うで、透明な感じであります。村上春樹のデビュー作“風の歌を聴け”

の風もきっと“色なき風”じゃないのかと、ふと思いました。“月を眺

めるもよし、星を仰ぐもよし、黙然としたひとときを持つもよし”早

く秋の深まりを待ちたいものであります。 

 さて、皆様方に於かれましては、益々ご壮健のこととお慶び申し上

げます。又、本日は大変お忙しいところ、第１１回教育委員会定例会

にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 さて、２学期が始まって１カ月が経とうといたしておりますが、生

活変化の大きい夏休み明けは子どもの自殺が増えるという深刻な統
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計があります。先月２５日、青森市立の中学２年の女子生徒が自殺い

たしました。父親ら家族に対する感謝の言葉のほか、“二度といじめ

たりしないでください。”と悲痛な訴えが遺書に保存されていました。

自殺はさまざまな要因が絡みます。特に子どもの自殺は予兆が分かり

にくいと言われています。思春期の子どもは深刻な悩みがあっても隠

そうとする傾向があり、ネットを通した交流が増え把握しにくいです。

だからこそ親も教師も普段から子ども達と気楽に話し、悩みを相談し

やすい関係にあるか、見直して欲しいものです。 

        さて、長い夏休みでありましたがお陰様で当市に於きましては大き

な事故、災害もなくひと安心致しております。日焼けした姿で毎日元

気に過ごしてくれているものと喜んでいるところでございます。９月

の一大イベントの運動会も殆んどが無事終わりました。非常に少ない

時間での練習でありましたが、立派な成果を発揮してくれたと思いま

す。保護者の皆様も我が子の一廻りも二廻りも成長した姿に感無量で

あったと思います。又、先生方も短時間の中での指導、大変だったと

思います。ご苦労様でした。児童や生徒の立派な発表や頑張りに拍手

を送ったところであります。そして、この運動会を通じて子ども達の

心身の成長、又、児童や生徒を通じて保護者や地域の人々との一層の

絆を育む場となったことと思います。この２学期は一年間を通して、

スポーツや芸術文化等、一番充実した学習の出来る学期とも言えます。

多忙な毎日の中にあっても児童や生徒と一緒に、満足感や達成感を共

有することが一番大切だと思います。 

また、８月２３日より開会されました９月議会も９月２１日をもっ

て閉会しました。今議会に於きましても、教育委員会に対して、これ

までになく非常にたくさんのご質問を頂きました。①教育予算、学力

向上、②エアコンの設置、③組体操、④図書館、びわこ国体、体育館

等のスポーツ施設、⑤幼保・小中学校再編計画、小中一貫校、⑥学校

設備に関する件等、非常にたくさんのご質問を頂きました。いずれも

重要な事ばかりでございます。緊急課題より早急に対応、検討して参

りたいと思います。詳細につきましては資料をお渡しいたしておりま
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すので、ご一読をいただいたと思います。 

委員長    それでは、資料に基づきまして、会議に入らせていただきます。 

       はじめに１．会議録の承認について、（１）平成２８年第９回教育委員

会（定例会）会議録、並びに（２）平成２８年第１０回教育委員会（臨

時会）会議録の承認についてでございます。会議録については、事前

に委員の皆様方にご配付をさせていただいておりますので、ご一読い

ただいていると思いますが、何かご意見、ご質問等ございましたらお

願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

        （全委員 質問等なし） 

委員長    特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の（１）平成２８

年第９回教育委員会（定例会）会議録の承認、並びに（２）平成２８

年第１０回教育委員会（臨時会）会議録の承認については、原案のと

おり、承認することとします。 

委員長    続きまして、２．報告事項に移らせていただきます。 

        （１）９月教育長教育行政報告について、資料３に基づきまして、

教育長より報告をお願いいたします。 

教育長    それでは、資料３に基づき、以下３件につき報告いたします。       

       まず、９月２日の「水口小学校トイレ贈呈式」についてであります。「子

どもたちに、笑顔を届けたい」、との趣旨のもとに、小林製薬株式会社

が、長年にわたり全国の学校にトイレを贈呈する取り組みを続けてこ

られました。今年は全国で２０校への贈呈を計画され、その中の１校

として、本市、水口小学校が選ばれ、第２棟の１階の男女トイレの床

を乾式の床に改修いただき、そこに、それぞれ洋式トイレを設置いた

だきました。当日は、そのトイレを主に使用する２年生が参列をし、

贈呈式が行われました。私も参列いたしまして、感謝の思いをお伝え

したところでございます。 

        次に、９月１０日の「市内中学校体育祭」についてであります。委

員各位におかれましても、地元中学校を中心にご参列いただき、あり

がとうございました。限られた練習時間の中ではございましたが、中

学校それぞれに感動の場面が用意され、それを演出する生徒のひたむ
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きな姿をご確認されたのではないかと思います。そのうちの１校、甲

南中学校が誇る種目は全校生徒による「平和行進」でございます。今

年は、全校生徒による見事な平和アピール、それから、「ヘ」・「イ」・「ワ」

の人文字が注目を集めました。加えまして、今年の夏、この平和行進

並びに体育祭を楽しみにし、病魔と闘い続けてきました１年生女子が

９月１日に急死するという、非常に悲しい出来事があった直後の開催

でありました。当日、同級生女子がその遺影を持ち、共に行進すると

いう場面では、多くの保護者や地域の皆さんが、胸を打たれたところ

でございます。さらに、３年生が演じました組み立て体操では、３回

目の挑戦でついにタワーが完成するという場面がございました。３回

目の挑戦に際し、誰が指示することもなく、全ての３年生がそのタワ

ーの周りに集まり、ついに完成するという感動の場面がございました。

想定外の出来事でございましたが、２回失敗した後、判断を迫られた

ときに、生徒自らが３回目に挑戦し、全ての３年生が集まり声援を送

る中で、素晴らしい感動の場面に教師も涙しておりましたし、参加い

ただいた地域の方々にも、大きな感動を届けたということで、非常に

素晴らしい場面がありました。単なるタワーへの挑戦でございますけ

れども、これも日頃から取り組んでいただいていることが、生徒の姿

を通して表れたと、自身も喜んでいるところです。 

        最後に、１４日の「第５回学校経営等協議会」でございます。今年

度の学校教育の指針の甲賀市重点課題の中で、全国学力調査結果平均

５ポイント向上を掲げ、昨年の１０月から授業改善に取り組んでまい

りました。今年度の全国学力調査の結果が、現在非公開ということで、

学校経営等協議会で、結果を基に、今後の取り組みの重点を協議した

ところでございます。今年度の結果につきましては、集計段階で一部

不手際がございまして、公式の発表がされていないわけでございます

が、９月３０日の朝刊には載るであろうということであり、皆さんも

ご確認をいただきましたらと思います。詳細につきましては、次回の

定例会で報告させていただこうと思いますけれども、手元に届いてお

ります資料を見る限り、画期的な成果はみられませんが、着実に取り
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組みの成果は表れていると思います。今後とも、全ての教科につき、「こ

うか授業術５箇条」の定着を図り、さらなる質の高い指導の定着を進

めていこうと思っているところでございます。 

       以上、今月の教育行政報告といたします。 

委員長    ありがとうございました。ただ今の（１）９月教育長教育行政報告

について、何かご意見、ご質問等ございましたらお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

委員     教育長の報告と直接関係する内容ではないのですが、先日、台風の

時に避難勧告の指示が出た際、私たちの地域でも、具体的にどのよう

に避難するのかという話がでておりました。小学校、中学校が避難場

所になるということですが、今回学校で何か対応されたことがあった

のかどうかお聞きします。 

教育部長   箇所数は未定なのですが、学校の体育館が避難所として指定されま

した。甲賀町内では行かれた方はないと聞きましたが、避難所として

食糧、水、毛布等々が担当部署から運ばれました。対応としまして、

夜であっても鍵を開けていただくというのが第一でございますので、

鍵を共有しておりますが、基本的には学校のほうでお願いするという

ことになっており、ご配慮いただきました。実際、貴生川小学校の体

育館には避難された方がおられたと聞いておりますし、そのような対

応をとったということでございます。 

委員長    他に何かございませんか。なければ、（１）９月の教育長教育行政報

告につきましては、報告事項として終わらせていただきます。 

委員長    次に（２）平成２８年第５回甲賀市議会定例会（９月）提出議案の

結果について、資料４に基づきまして、担当より説明をお願いいたし

ます。 

教育部長   それでは、（２）平成２８年第５回甲賀市議会定例会（９月）提出議

案の結果について、資料４により説明申しあげます。 

        （以下、資料４により報告） 

委員長    ただ今の、（２）平成２８年第５回甲賀市議会定例会（９月）提出議

案の報告について、何かご意見、ご質問等ございましたらお願いした
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いと思いますが、いかがでしょうか。 

委員     一般質問のことで、２点質問させていただきます。 

先ほど、教育長も話されていた全国学力調査に関することなのです

が、鵜飼議員の質問のなかで、児童・生徒の学力を上げるということ

で、漢字検定、英語検定が学力向上対策の取り組みとされているので

すが、具体的に小学校は漢字検定、中学校は英語検定をしている内容

について教えていただきたいのと、漢字検定も英語検定も子どもにと

っては学力アップに有効だと思いますので、今後、算数検定も検討の

対象に入れていただけたらと考えます。また、竹村議員の質問の中身

ですけれども、スクールソーシャルワーカーを２つの学校に配置して

いるとありますが、具体的にどこの小学校に配置されているのか教え

ていただきたい。 

次長（学校教育担当） 漢字検定と英語検定でございますが、３年前から進めてお

り、今年度から全額補助の形をとらせていただいております。小学校

は漢字検定、中学校は英語検定でございますが、まだ、どれだけ検定

を受けたのか確認できていませんが、ほとんどの児童生徒に受けるよ

うに呼びかけています。 

スクールソーシャルワーカーについてですが、１名は県費、もう１

名は市費で来ていただいており、１名は貴生川小学校、もう１名は伴

谷東小学校でございます。全てで４８０時間働いていただいているの

ですが、半分の時間につきましては、貴生川、伴谷東以外の小学校に

も、必要に応じて行っていただくようにお願いしています。算数検定

につきましては、今後検討させていただきます。 

４年生以上の子ども達につきましては、中学校も含め、全ての児童

生徒に、１年間の成長を見るための試験やテストを実施しています。

科目では、小学校は国語と算数、中学校は国語、数学、理科の教科を

実施しています。 

漢字検定の受験率は、平成２７年度は２分の１の補助でしたので、  

保護者の了解がないと受けられなかった関係もあり、漢字検定は９

０％以上、英語検定は５０％程度の受験率でした。今年度は全額補助
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となりましたので、１００％に近い受験を期待しています。費用は、

級によって違うのですが、上の級だと３，０００円以上になります。

他の級につきましてもそれに近い額と聞いております。 

委員長    他にはありませんか。今回は先ほどのご挨拶の中で申しあげました

とおり、過去にないほどの沢山の一般質問をいただきました。議会が

終わってからではありますが、質問の課題等についての特別な取り組

みがありましたら報告をお願いします。 

教育部長   定例会が終わるごとに、一般質問を整理させていただき、各課ごと

にどういった項目があるか、その項目をいつまでに実施するかという

ことを目途を立て、調整しております。その会議も近々予定しており、

できるだけ早く対応したいと考えております。  

教育長    エアコン、トイレ等３年間でと約束しましたので、平成３１年まで

に進めてもらうようお願いします。 

教育部長   ３年間ですので今年度、設計業務にあたり、新年度以降で工事に着

手できるようにしたいと思っています。 

委員長    エアコンは、３１年までですね。随時、計画を具体的に立て、出来

次第実行してください。 

教育部長   期限が３１年度に定められておりますので、期限にできるだけ組み

入れたいと思っております。電子黒板の導入も、タブレット端末、ト

イレ等たくさん課題をいただきました。 

委員長    設備等の改修や改善については、一般質問がたくさん出ていました。

課題については、検討を加え、早急に取り組んでいただくようにお願

いしたいと思います。  

教育部長   はい、調整していきます。 

委員長    他にご意見、ご質問等ございませんか。ないようでございますので、

（２）平成２８年第５回甲賀市議会定例会（９月）提出議案の結果に

ついては、報告事項として終わらせていただきます。  

委員長    続きまして、（３）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状況

報告について、資料５に基づきまして、担当より説明をお願いいたし

ます。 
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教育総務課長 それでは、（３）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状況報

告について、資料５に基づきまして、ご説明をさせていただきます。 

        （以下、資料５により報告） 

委員長    ありがとうございました。ただ今の、（３）甲賀市幼保・小中学校再

編計画（基本計画）状況報告について、何かご意見、ご質問等ござい

ましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

教育長    視察に行った中で、意見等ございませんでしたか。 

管理監兼こども未来課長 伴谷保育園、伴谷幼稚園の再編検討協議会の視察につき

まして、私も委員の方と共に視察に行かせていただきました。守山市

の速野カナリヤ認定こども園、大津市の本福寺認定こども園、いずれ

の園につきましても民間の特色ある保育の運営をされていました。特

に、速野カナリヤ認定こども園では、自園給食に関しまして、食育を

重視されていました。おやつも、子ども達の育てた野菜や芋を使って

作られ、このような食育につながる特色ある取り組みに、視察された

皆さんからも共感をいただいたところです。こちらは社会福祉法人の

園で、理事長が全国でも著名な方であり、かなり発言力もあると聞い

ております。保育士、調理師、用務員も含め、処遇改善という部分で

大きく国に働きかけているといった現状の報告もございました。これ

を刺激として、今後、伴谷地域の協議会が活発化していくのではない

かと考えているところでございます。 

委員長    他に、ございませんか。  

委員     信楽地域ですけれども、特に動きなしとのことですが、先日、各地

域の運動会が行われ、寄せていただきました。信楽学区は、小学校の

運動会が実施されましたが、その他の４校は地区の運動会との合同実

施となりました。今後、再編計画が進む中で、住民の方の多くは不安

を抱えておられます。コミュニティをどう維持するか、雲井は団結力

も強く、不安に思われていることを、報告させていただきます。 

委員長    この状況報告からですが、甲賀地域、甲南地域、信楽地域について

は、特に動きなしと書いていますが、水口地域の伴谷地区は、先進地

として、新しい取り組みをされており、現場への視察など協議検討し
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ていただいていると思います。また、山内学区では、第５回の協議会

を１０月３日に予定されているということで、各地域においての温度

差、取り組みについての進捗状況が大分違うと思うのですが、教育委

員会から声掛けするのか、地域の自主性に任せて進めていくのか難し

いところであります。 

       始めから、再編ありきで進めていくのではなく、いろいろな各種団

体とともに動いているという状況であります。特に山内学区などは、

協議会を５回開催され、慎重審議を進めていただいていると伺ってい

ます。 

教育部長   今後の進め方についてのご意見ありがとうございます。前回も同じ

ようなことしか言えておりませんが、これから市内全地域に向けて発

信していきたいという思いがございます。少なくとも年度内には、全

ての地域に何らかの形でアクションを起こしていきたいと重々思って

おります。山内学区につきましては、協議会を、一つの方向性につい

て議論しようという道筋がありますので、議論を深めていただけると

思っています。小さな学校、特に信楽には多いのですが、次はそのよ

うなアクションを起こしていきたいと思っています。 

委員長    計画、実行までにどのようにすすめていくのか、１０段階ありまし

たら、１段階のところもありますし、３段階まで進んでいるところも

あります。条件や地域差もあり、問題の多い、少ないもあり、いろい

ろ難しいと思いますが、慎重に進めていただきたいと思います。 

その他に、特にないでしょうか。 

委員     色々なところに出て行きますと、検討協議会を立ち上げることが再

編に向くのだと思われ、再編に向けるために検討協議会を立ち上げる

と思ってらっしゃる方がおられます。子ども達を地域で、市で、どの

ように見ていくかを考え、方向性を探るということではなく、市は再

編ありきで進めているというようなことを思っていらっしゃる。夏以

降、いろいろな所へ出ていきますと、早く検討していただきたいと言

う方もおられます。一部先導して色々なことを考えて下さるところも

あるのですが、甲賀の地域としてどうするかという話も出てきており
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ます。再編ということよりも、これからのコミュニティや振興施策、

子ども達が地域からどんどん少なくなっていくことも含めて、真剣に

私たちが考えないといけないと思いますし、働くお父さん、お母さん

がどこまで考えているのかという気がします。親御さんも含めて考え

る必要性があるということを、市からも、後押ししていただきたいと

思います。 

教育部長   受け手としましては、どうしても再編ありきと思われるようであり

ますが、そうではなく、「今、この時期に考えておかないと、いざとな

った時に遅いんですよ」と言うことを市のスタンスとしては持ってい

ますので、これからもできるだけ早く地域に入っていきたいと思って

います。 

委員長    今も、委員さんの方から、再編ありきで進んでいる協議会ではない

と地域の方に理解していただきながら、各委員会、協議会とも、慎重

に距離がないような形で進めて行っていただきたいと思います。 

       よろしいでしょうか。それでは、ただ今の（３）甲賀市幼保・小中

学校再編計画（基本計画）状況報告については報告事項として終わら

せていただきます。 

委員長    次に、（４）甲賀市甲南希望ケ丘保育園耐震補強事業（仮設園舎賃貸

借）の進捗状況につきまして、資料６に基づきまして、担当より説明

をお願いいたします。 

管理監兼こども未来課長 それでは、（４）甲賀市甲南希望ケ丘保育園耐震補強事業

（仮設園舎賃貸借）の進捗状況につきまして、資料６に基づきまして、

ご説明をさせていただきます。 

      （以下、資料６により報告） 

委員長    ありがとうございました。ただ今の、（４）甲賀市甲南希望ケ丘保育

園耐震補強事業（仮設園舎賃貸借）の進捗状況につきまして、何かご

意見、ご質問等ございましたらお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

委員長    甲南希望ケ丘保育園の児童は、現在何人いるのですか。 

管理監兼こども未来課長 保育園の児童は、０歳から５歳まで１２０人です。 
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委員長    仮設で場所が変わるということで、交通安全には十分に気をつけて

いただきたいと思います。特にご意見、ご質問等がないようでござい

ますので、（４）甲賀市甲南希望ケ丘保育園耐震補強事業（仮設園舎賃

貸借）の進捗状況につきましては、報告事項として終わらせていただ

きます。 

委員長    次に（５）平成２８年度甲賀市青少年自然体験活動事業「ニンニン

忍者秋キャンプ」の実施について、資料７に基づきまして、担当より

説明をお願いいたします。 

社会教育課長 それでは、（５）平成２８年度甲賀市青少年自然体験活動事業「ニン

ニン忍者秋キャンプ」の実施について、資料７に基づきまして、ご説

明をさせていただきます。 

（以下、資料７により報告） 

委員長    ただ今の、（５）平成２８年度甲賀市青少年自然体験活動事業「ニン

ニン忍者秋キャンプ」の実施について、何かご意見、ご質問等ござい

ましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員長    今回の出席者は、３０名に対して２５名とのことですが、昨年はも

っと多かったのですか。 

社会教育課長 昨年も３０名くらいでした。 

委員     台風の時には、避難所として学校に集まることが多いですし、地震

等の災害時でも、中学生などの学生が声を掛けて体操しましょうと呼

び掛けたように、子ども達が活躍するということを聞くようになりま

した。何時何処で災害が起こるか分からないという時代に、子ども達

が避難場所でどのような行動をとるかということ、それから、生きる

ために、食べるためにどのような行動をとるかということ等、このよ

うな取り組みが親子フォーラム等でも、大切だと考えられています。

この件についてはどうお考えですか。 

教育部長   県下でも親子で防災キャンプを実施しているところや、親子で参加

して空き缶でご飯を炊いたりしているところもございます。キャンプ

に限らずワンデーにおいても、そういったプログラムを組み、新年度

以降にチャレンジしていきたいと思います。 
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委員長    他によろしいでしょうか。特にございませんので、（５）平成２８年

度甲賀市青少年自然体験活動事業「ニンニン忍者秋キャンプ」の実施

については、報告事項として終わらせていただきます。 

委員長    次に（６）市内小中学校における児童生徒の状況について、担当よ

り説明をお願いいたします。 

次長（学校教育担当） 今回、資料についてはご用意させてもらっておりませんの

で、口頭で説明させていただきます。委員の皆様におかれましては、

小中学校の運動会にご臨席いただきありがとうございました。運動会

を通じて、子ども達の実際の姿を確認いただいたところでございます。

先ほど、教育長の報告にもありましたように、子ども達はしっかりと

体育大会、運動会に取り組んでおりました。特に、甲南中学校の平和

行進では、５分を超える長い平和アピールを生徒たちがしっかりと、

何も見ずに発表したところは、本当に感動的でしたし、教育の賜物と

思ったところです。 

ただ、残念ながら、今注目されております組体操では、今年度も小

学校で２件、骨にひびが入る怪我が起こりました。高いタワーやピラ

ミッドではなく、１件はサボテンという、２人組で膝にたたせる技で、

バランスを崩して前にいた子が手をついたものです。もう１件は飛行

機という技で、２人で 1 人の子を持ちあげ、下ろしたときに、上から

降りた子に足を踏まれて足の指にひびが入ったもので、各学校におい

てその原因を十分に分析して、今後の取り組みにつなげていくよう指

示したところでございます。 

       さて、１学期から報告させていただいておりました生徒につきまし

ての近況の報告でございます。 

       １名は体育大会も頑張っており、組体操も参加しておりました。体

育大会後体調をくずし、明日、医療受診をすると聞いています。 

          続きまして、あと２人の生徒でございます。２学期に入りよい状況

ではないと聞いております。 

ケース会議を開くとともに、その様子を関係機関の方々にも参観い

ただき、今後の指導を進めていきたいと考えているところでございま
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す。 

教育委員会事務局からも適宜その状況を見にいき、学校の力となる

ように進めていきたいと思っています。 

最後に、１学期の終わりから休みがちな生徒の欠席が、１学期から

換算しますと３０日に近づいています。学校・関係機関等を含め、今

後の対応につき、保護者とともに考えていきたいと思っています。 

委員長    ありがとうございます。ただ今、説明いただきました（６）市内小

中学校における児童生徒の状況について、何かご意見、ご質問等ござ

いましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員長    大なり小なりの問題が起こっている状況かと思いますが、時間をか

けず、早め早めの対策をとっていただきたいと思います。保護者と教

師と、第三者のご意見をお借りすることが必要と思いますが、本人と、

友達、学校関係者等の人間関係が基になりますので、注意深く見守っ

ていただき、早めの対策と対応に取り組んでいただきたいと思います。  

次長（学校教育担当） 生徒が休みだしてから、発達支援課の臨床心理士が関わり、

本人、保護者と随時面談を重ねております。 

委員長    とても難しい問題ですね。原因がはっきりしないと、問題の解決に

取り組めない。本人の状況を確実に把握し、早い対応をしていかない

と、休みが１月２月になると、取り返しがつかない可能性もあり、積

極的に取り組んでいかないと、大きな問題になる可能性もありますの

で、慎重に対応していただきたいと思います。 

委員     いつの時も、命は大事だという教育を、日野原重明さんという介護

の先生が、「脈を打っていること、そこに命がある。」ということを言

っておられます。根本は、いじめは本人がいじめられたと思うと、い

じめになるということだと思います。自分にも命があるし、その他の

人にも命がある。子どもに対する、教育の語りかけは、今の子ども達

に自分も命があって生きているのだけれども、この人も思いがあって、

命があって生きていることを知らせる、認識させることは、大事なこ

とではないかと思います。現場では、なかなか難しいことなのでしょ

うか。 
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次長（学校教育担当） 命の大切さについては、時間をかけて指導しています。一

例をあげますと、命が誕生するところから、子ども達に実際に映像を

見せて、命の大切さについて発達段階に応じた指導をしております。

それで十分であるとは思っていませんが、時間をかけながら取り組ん

でおります。また一つの事案が起こった際には、その都度、命の大切

さの指導に取り組んでいるところです。それに対して、いじめが全く

なくなっているという状況でありませんので、浸透するには、まだま

だ時間がかかると思っています。 

委員長    この報告事項については、資料が出ていませんが、教育現場におき

ましては非常に重要な大きな問題でありますので、ちゃんと書類とし

て残しておくべきですし、私どもの意見等も参考にしていただきまし

て、改善に取り組んでいただきたいと思います。早急に随時、問題に

取り組んでいただきたいと思います。 

委員長    以上をもって、（６）「市内小中学校における児童生徒の状況につい

て」は、報告事項を終わらせていただきます。 

委員長    続きまして、３．協議事項に移らせていただきます。 

       （１）議案第８０号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時

代理第２２号 伴谷幼稚園・伴谷保育園再編検討協議会委員の委嘱に

ついて）、資料９に基づき、担当より説明をお願いいたします。 

教育総務課長 それでは、（１）議案第８０号臨時代理につき承認を求めることにつ

いて（臨時代理第２２号 伴谷幼稚園・伴谷保育園再編検討協議会委

員の委嘱について）、資料９に基づき、その提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料９により説明）        

委員長    ただ今、ご説明いただきました（１）議案第８０号臨時代理につき

承認を求めることについて（臨時代理第２２号 伴谷幼稚園・伴谷保

育園再編検討協議会委員の委嘱について）何かご意見、ご質問等ござ

いましたらお願いいたします。 

委員長    ご意見、ご質問等がないようですので、ただ今の（１）議案第８０

号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時代理第２２号 伴

谷幼稚園・伴谷保育園再編検討協議会委員の委嘱について）、提出議案
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については、原案のとおり、可決することとします。 

委員長    続きまして、（２）議案第８１号水口東・岩上保育園再編検討協議会

委員の委嘱について、資料１０に基づき、担当より説明をお願いいた

します。 

教育総務課長 それでは、（２）議案第８１号水口東・岩上保育園再編検討協議会委

員の委嘱について、その提案理由を申し上げます。 

      （以下、資料１０により説明） 

委員長    ただ今、ご説明いただきました（２）議案第８１号水口東・岩上保

育園再編検討協議会委員の委嘱について、何かご意見、ご質問等ござ

いましたらお願いいたします。 

委員     委員任期につきましては、協議を終えるまで、ＰＴＡ役員の方が、

年度の変わった時などに、交代されて、協議が振りだしに戻ることが

ないように考えていく必要があると思いますが、いかがですか。 

教育総務課長 基本的には、協力をお願いしているところですが、諸般の事情によ

り、協議会の中で変更が必要になった時には、そのように対応させて

いただくということでございます。 

委員長    他の委員さんも当てはまることですので、役員については、１年か

２年で変わっていかれると思いますがいかがでしょう。 

教育総務課長 原則としては、委員の皆さんに最後まで関わっていただきたいが、

それぞれ事情がございますので、それに応じて対応させていただきた

いと思います。 

委員長    他にございませんか。ないようですので、（２）議案第８１号水口東・

岩上保育園再編検討協議会委員の委嘱については、原案のとおり、可

決することとします。 

委員長    続きまして、（３）議案第８２号甲賀市青少年自然体験活動推進委員

会委員の委嘱又は任命について、資料１１に基づき、担当より説明を

お願いいたします。 

社会教育課長 それでは、（３）議案第８２号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会

委員の委嘱又は任命について、その提案理由を申し上げます。 

（以下、資料１１により説明）        
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委員長    ただ今、ご説明いただきました（３）議案第８２号甲賀市青少年自

然体験活動推進委員会委員の委嘱又は任命について、何かご意見、ご

質問等ございましたらお願いいたします。 

委員長    ご意見、ご質問等がないようですので、ただ今の（３）議案第８２

号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員の委嘱又は任命について

は、原案のとおり、可決することとします。 

委員長    続きまして、（４）議案第８３号臨時代理につき承認を求めることに

ついて（臨時代理第２３号 甲賀市人権・同和教育推進員の解嘱につ

いて）、資料１２に基づき、担当より説明をお願いいたします。 

人権推進課長 それでは、（４）議案第８３号臨時代理につき承認を求めることにつ

いて（臨時代理第２３号 甲賀市人権・同和教育推進員の解嘱につい

て）、その提案理由を申し上げます。 

（以下、資料１２により説明）        

委員長    ただ今、ご説明いただきました（４）議案第８３号臨時代理につき

承認を求めることについて（臨時代理第２３号 甲賀市人権・同和教

育推進員の解嘱について）、何かご意見、ご質問等ございましたらお願

いいたします。 

委員長    ご意見、ご質問等がないようですので、ただ今の（４）議案第８３

号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時代理第２３号 甲

賀市人権・同和教育推進員の解嘱について）は、原案のとおり、可決

することとします。 

委員長    続きまして、（５）議案第８４号臨時代理につき承認を求めることに

ついて（臨時代理第２４号 甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱につ

いて）、資料１３に基づき、担当より説明をお願いいたします。 

人権推進課長 それでは、（５）議案第８４号臨時代理につき承認を求めることにつ

いて（臨時代理第２４号 甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱につい

て）、その提案理由を申し上げます。 

（以下、資料１３により説明）        

委員長    ただ今、ご説明いただきました（５）議案第８４号臨時代理につき

承認を求めることについて（臨時代理第２４号 甲賀市人権・同和教
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育推進員の委嘱について）、何かご意見、ご質問等ございましたらお願

いいたします。 

委員長    ご意見、ご質問等がないようですので、ただ今の（５）議案第８４

号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時代理第２４号 甲

賀市人権・同和教育推進員の委嘱について）は、原案のとおり、可決

することとします。 

委員長    続きまして、４．その他、連絡事項等でございます。 

       （１）平成２８年第１２回（１０月定例）教育委員会について、平

成２８年１０月２６日（水曜日）９時３０分から開催をさせていただ

きます。併せて、（２）平成２８年第７回教育委員会委員協議会につき

ましては、平成２８年１０月１７日（月曜日）１０時から開催させて

いただきます。 

委員長    続いて、（３）図書館まつり２０１６開催について、担当より説明を

お願いします。 

館長（図書館統括担当） 図書館まつり２０１６開催について、今年度１０月３０

日、日曜日に甲賀図書情報館で開催させていただきます。目的としま

しては、資料にあげています。各イベントを開催することによりまし

て、本と出会う場所、文化を発信する空間として、甲賀市図書館の更

なる周知と活動を図るためにさせていただきます。時間につきまして

は、１０時から夕方の６時までとなっております。今年度につきまし

ては、特にハンドベル演奏やビブリオバトル等開催する予定となって

おりますので、皆様のご来館をお待ちしております。 

委員長    ありがとうございました。 

委員長    それでは、最後となりますが、教育長から一言ご挨拶をいただきた

いと思います。 

教育長    ありがとうございました。いよいよ、今日を入れてあと５日で１０

月、１年の折り返しの月を迎えることとなりました。 

今月１日の始業以降１週間は残暑誠に厳しい日々が続きましたが、

１０日の中学校体育祭、翌１１日の多羅尾小学校運動会は好天に恵ま

れ、それぞれに感動の一日を過ごすことができました。しかしそれ以
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降は秋雨前線の停滞を見、週末に実施した小学校運動会では大きな影

響がありました。さらに２０日には、台風１６号が本市に接近し、暴

風警報は発令されなかったものの大雨洪水警報が発令され、市内小・

中学校では臨時休校の措置をとらせていただきました。 

幕を開けた２学期。スムーズにそのスタートを切ろうとしていた時

期の自然のいたずらに、少々水を指された感は否めませんが、現在ま

で保育園、幼稚園、小学校及び中学校の教育現場は落ち着いた状態で

推移しており、嬉しく思っています。 

一方、今回の台風接近は、施設の雨漏り等々、修繕・修理を要する

箇所を見つける機会となり、今後順次対応していくこととしています。

また、教育現場と教育委員会との安全確保にかかる連携についても、

実践的に検証する機会ともなり、この部分については、円滑におこな

えたのではないかと考えておりますし、教育現場の対応も的確であっ

たと判断しています。 

今後とも、「指示・命令」系統ならびに、「連絡・報告・相談」体制

に「詰り」がないように適宜確認を継続していきたいと思っています。 

部長から報告がありました、８月２３日から９月２１日までの長期

にわたる第５回甲賀市議会定例会において、教育委員会提出議案につ

きましては、すべてお認めいただくことができました。 

また、一般質問では、教育施設の充実、幼保、小中学校再編計画な

らびに小中一貫教育にかかるものなど、多方面からのお尋ねをいただ

きました。 

教育施設の整備については、エアコンや洋式トイレの設置、ICT 環

境の整備など、今後の整備計画を策定しながら、次年度当初予算でそ

の具体を示していくこととなります。また、再編計画の具体化につい

ても、地域の総意をおまとめいただく再編検討協議会の立ち上げにつ

いて、今後も地域のご理解が得られるよう、その話し合いを継続して

まいります。さらに、小中一貫教育については、その大枠を１０月を

目処に取りまとめながら、甲賀市が目指すその地域にあった具体的な

一貫校の姿がお示しできるよう努めてまいります。 
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一般質問のなかで、一点、教育委員会の答弁にかかわり指摘をいた

だきました。このことにつきましては真摯に受け止め、なぜ指摘を受

けるに至ったのかを謙虚に振り返る必要がありました。なぜなら、そ

れの指摘は、我々が日頃仕事を進める上での基本に関わる指摘であっ

たからであります。再度、その指摘を検証する中で、問題点を明らか

にし、議会は勿論、市民の皆さんの思いに応えうる答弁となるよう努

めてまいります。 

季節は秋を迎えています。私たち事務局、あるいは、教育現場が、

実り多い秋となりますよう、これからも鋭意その歩みを続けてまいり

ます。今後ともご指導賜りますようお願い申し上げ、閉会に当たって

の挨拶といたします。 

 

〔閉会 午前１１時４０分〕 

 

  


